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流域治水の取り組みについて

令和７年２月２６日

近畿地方整備局河川部

建設専門官 富岡 祥平

第13回気候変動適応近畿広域協議会 資料７

⃝ 短時間強雨の発生の増加や台風の大型化等により、近年は浸水被害が頻発しており、既に地球温暖化の
影響が顕在化しているとみられ、今後さらに気候変動による水災害の激甚化・頻発化が予測されている。
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※ここに例示したもの以外にも、全国各地で
地震や大雨等による被害が発生

■平成２５年～令和６年に発生した主な災害
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②平成27年9月関東・東北豪雨

鬼怒川の堤防決壊による浸水被害
（茨城県常総市）

小本川の氾濫による浸水被害
（岩手県岩泉町）

③平成28年8月台風10号 ④平成29年7月九州北部豪雨

赤谷川における浸水被害
（福岡県朝倉市）

⑤平成30年7月豪雨

小田川における浸水被害
（岡山県倉敷市）

⑥令和元年東日本台風

千曲川における浸水被害
(長野県長野市)
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⑦令和2年7月豪雨

球磨川における浸水被害
（熊本県人吉市）

池町川における浸水被害

（福岡県久留米市）

⑧令和3年8月の大雨

令
和
3
年
～
6
年

⑨令和4年8月の大雨

最上川における浸水被害

（山形県大江町）

空知川の堤防決壊による浸水被害
（北海道南富良野町）

肱川における浸水被害
（愛媛県大洲市）

太平川における浸水被害

（秋田県秋田市）

⑩令和5年7月の大雨

①平成25年台風第18号

由良川の氾濫による浸水被害
（京都府福知山市）

⑪令和6年7月の大雨

最上川における浸水被害

（山形県戸沢村）

気候変動による水災害の激甚化・頻発化
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流域治水の方向性

○近年の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪
水に備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆ
る関係者が協働して流域全体で行う、流域治水への転換を促進し、防災・減災が主流となる社会を目指す。
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流域治水の基本的な考え方

社会資本整備審議会において、気候変動による降雨量の増加等が懸念されることを踏
まえた水災害対策等に関して検討され令和２年に答申されたもの。

○気候変動による災害の激甚化･頻発化を踏まえ、河川管理者が主体となって行う河川整備等の事前防災対
策を加速させることに加え、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う、「流域治水」を推進し、総合的かつ多
層的な対策を行う。



県 ：都道府県
市 ：市町村
[ ]：想定される対策実施主体

土地のリスク情報の充実
[国・県]
水害リスク情報の空白地帯解消、
多段型水害リスク情報を発信

避難体制を強化する
[国・県・市]
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握

経済被害の最小化
[企業、住民]
工場や建築物の浸水対策、
BCPの策定

住まい方の工夫
[企業、住民]
不動産取引時の水害リスク情報
提供、金融商品を通じた浸水対
策の促進

被災自治体の支援体制充実
[国・企業]
官民連携によるTEC-FORCEの
体制強化

氾濫水を早く排除する
[国・県・市等]
排水門等の整備、排水強化

○ 気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水
対策、 「流域治水」へ転換。

○ 治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域
も含めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させ
るための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

集水域

流水の貯留
[国・県・市・利水者]
治水ダムの建設・再生、
利水ダム等において貯留水を
事前に放流し洪水調節に活用

[国・県・市]
土地利用と一体となった遊水
機能の向上

持続可能な河道の流下能力の
維持・向上
[国・県・市]
河床掘削、引堤、砂防堰堤、
雨水排水施設等の整備

氾濫水を減らす
[国・県]
「粘り強い堤防」を目指した
堤防強化等

雨水貯留機能の拡大
[県・市、企業、住民]
雨水貯留浸透施設の整備、
ため池等の治水利用

浸水範囲を減らす
[国・県・市]
二線堤の整備、
自然堤防の保全

リスクの低いエリアへ誘導／
住まい方の工夫

[県・市、企業、住民]
土地利用規制、誘導、移転促進、
不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融による誘導の検討

河川区域

氾濫域 氾濫域

②被害対象を減少させるための対策①氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

③被害の軽減、早期復旧・復興
のための対策
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流域治水の施策イメージ
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流域治水関連法に基づく取組み

貯留機能保全区域の指定

保全調整池の指定

浸⽔被害防⽌区域の指定

⾬⽔貯留浸透施設の整備

⾬⽔浸透阻害⾏為の許可

洪⽔・⾬⽔を⼀時的に貯留する機能を有する
農地等を指定できる
• 指定権者︓都道府県知事等
• 盛⼟等の⾏為の事前届出を義務化
• 届出内容に対し、必要に応じて助⾔・勧告
が可能

100m3以上の防災調整池を保全調整池
として指定できる
• 指定権者︓都道府県知事等
• 埋⽴等の⾏為の事前届出を義務化

流域で⾬⽔を貯留・浸透させ、⽔害リスク
を減らすため、公共に加え、⺠間による⾬
⽔貯留浸透施設の設置を促進する
①⾬⽔貯留浸透施設整備計画の認定
都道府県知事等が認定することができる
制度を創設
• 対象︓⺠間事業者等
• 規模要件︓≧30m3（条例で0.1–
30m3の間で基準緩和が可能）

②国有財産の活⽤制度
国有地の無償貸付⼜は譲与ができる
• 対象︓地⽅公共団体

⽥畑等の⼟地が開発され、⾬⽔が地下に浸
透せず河川に直接流出することにより⽔害リ
スクが⾼まることがないよう、⼀定規模以上の
開発について、貯留・浸透対策を義務付ける

• 対象︓公共・⺠間による1,000㎡
以上の⾬⽔浸透阻害⾏為

※条例で基準強化が可能

浸⽔被害が頻発し、住⺠等の⽣命・⾝体に著しい
危害が⽣じるおそれのある⼟地を指定できる
• 指定権者︓都道府県知事
• 都市計画法上の開発の原則禁⽌(⾃⼰⽤住宅除く)
• 住宅・要配慮者施設等の開発・建築
⾏為を許可制とすることで安全性を確保

下⽔道整備

排⽔ポンプの
運転調整

移転等の促進
（まちづくりとの連携）

保全調整池
の指定貯留機能保全区域

の指定

校庭貯留

河川管理者による
⾬⽔貯留浸透施設

の整備

宅地内排⽔設備に
貯留浸透機能を付加

⾬⽔浸透阻害
⾏為の許可

浸⽔被害防⽌区域
の指定

浸⽔被害防⽌区域
の指定

河川整備

公園貯留
⾬⽔貯留浸透施設
整備計画の認定

他の地⽅公共団体の負担

⾬⽔貯留浸透施設の例

浸⽔被害被害防⽌区域における
居住誘導・住まいづくりの⼯夫のイメージ

貯留機能を有する⼟地のイメージ

居室

基準
水位

住宅・要配慮者施設等の
安全性を事前許可制とする

居室の床⾯が
基準⽔位以上

浸⽔被害防⽌区域

敷地の
嵩上げ

ピロティ等

移転

被災前に安全な⼟地への移転を
推進（防災集団移転促進事業※ 等）

○ 特定都市河川に指定することで展開できる流域治水の取り組み
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特定都市河川の指定等の状況（令和７年１月２８日時点）

【凡例】

◇ ： 法改正前 指定済み特定都市河川
◆ ： 法改正後 指定済み特定都市河川

下線 ： 特定都市河川等指定検討河川

○令和７年１月２８日に、和歌山県は県内第１号として日高川水系
西川を特定都市河川に指定しました。

○近畿地方整備局管内では、法改正後２例目の指定となります。
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特定都市河川の指定 ～日高川水系西川(和歌山県)～

○令和７年１月２８日に、和歌山県は県内第１号として日高川水系西川を特定都市河川に指定しました。
○近畿地方整備局管内では、法改正後２例目の指定となります。
○今後は、県や流域市町等で構成する流域水害対策協議会を設置し、浸水被害の軽減に向けた具体的な対策を盛

り込んだ計画（流域水害対策計画）を策定の予定です。



流域治水関連法の施行後、全国初の特定都市河川指定
大和川の奈良県域について令和３年１２月２４日に指定

⼤和川⽔系流域図
⼤和川
特定都市河川指定

⻲の瀬(狭窄部)

：特定都市河川（国管理区間）
：特定都市河川（県管理区間）
：特定都市河川流域
：行政界

河川区間︓⼤和川⽔系⼤和川他 計18河川
流域⾯積︓712㎞2（流域内の市町村数 25）

○河川改修や⽔路改修等の推進

○奈良県平成緊急内⽔対策事業に着⼿ （H30.5〜）
喫緊の課題である内⽔浸⽔被害の解消に向け、市町村と連携し、対策
に必要な貯留施設を整備

特定都市河川 R3.12.24指定
特定都市河川に指定し、法的枠組みのもとで「流域治⽔」を強⼒に推進
〜流域治⽔関連法の施⾏後、全国初の指定〜

○河川整備の加速化
流域⽔害対策計画に基づく河道
掘削や遊⽔地等の整備を加速化

ハード整備の加速化 流域における
貯留・浸透機能の向上

⽔害リスクを踏まえた
⼟地利⽤

髙⽥⼟⽊事務所駐⾞場
地下貯留施設
（⼤和⾼⽥市栄町）

ため池治⽔利⽤
（天理市庵治町）

○貯留施設の整備
流域で⾬⽔を貯留・浸透させ、⽔害
リスクを減らすため、公共や⺠間企
業等による⾬⽔貯留浸透施設の整
備を促進

○ため池の治⽔利⽤
既存ため池を治⽔に活⽤するための
放流⼝の改修等を促進

補助率の嵩上げ（補助率1/3⇒1/2）
固定資産税を1/6〜1/2 に軽減

公共・⺠間による対策への補
助⾦、税制優遇等の制度を活
⽤

市街化編⼊抑制区域※の指定状況
※市街化調整区域内の⼟地の区域であって、10年につき1回の割合
で発⽣するものと予想される降⾬が⽣じた場合において想定される
浸⽔深が50㎝以上の⼟地の区域

○浸⽔被害防⽌区域の指定
○貯留機能保全区域の指定
条例で指定する『市街化編⼊
抑制区域』等を中⼼に区域の
指定を検討

その⼟地で農業等を営む⽅の住宅の建築
⇒床⾯⾼さや構造安全の確保が必要となる
農地における⾷料品店や診療所の建築
⇒原則、開発禁⽌となる※

※R4.4.1改正都市計画法施⾏後

⾬⽔貯留浸透施設整備に対する主な⽀援

＜浸⽔被害防⽌区域の指定による
規制の例＞

⼤阪府

奈良県

⼤和川流域総合治⽔対策協議会（R3.7.19開催）
流域⾃治体より特定都市河川の指定を要望

○⼤和川流域における総合治⽔の推進に関する条例(奈良県)の施⾏
流域における新たな課題の解決に向けた取組の強化 （H30.4.1〜）
総合治⽔の取組を体系的に実施
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○河川整備
河道改修や遊水地等の整備

○貯留機能保全区域の指定
• 都市浸水想定区域や条例で指定する『市街化編入抑制

区域』等を考慮した上で区域の指定を検討

• 先行して大和郡山市や川西町、田原本町などで区域の

指定を検討

○浸水被害防止区域の指定
• 都市浸水想定区域及び水害リスクマップ、『市街化編入

抑制区域』等を考慮した上で区域の指定を検討

• 先行して川西町、田原本町などで区域の指定を検討

○流域対策
• 既存ため池の放流口の改修や事前放流に

よりため池の水位を下げ雨水を一時的に貯

留させる等、ため池の治水利用を推進

• 水田の排水口に調整板を設置し、排水量を

調整する水田貯留を推進

• 浸水常襲地区等の課題である内水浸水被

害の解消に向け、『奈良県平成緊急内水対

策事業』による雨水貯留施設等の整備を推

進

• 民間事業者等による雨水貯留浸透施設の

整備も見込んだ今後5年間の目標対策量を

新たに上乗せし、対策を一層推進

ため池の治水利用（大和郡山市鰻堀池）

水田貯留（田原本町阪手地区）

• 減災対策協議会等による関係機関との連携強化や市町村等
とのホットラインによる河川情報の共有

• 洪水ハザードマップや内水ハザードマップの作成・周知、住
民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

• 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施
• 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難訓練
の徹底

浸水被害防止区域
○下水道整備
• 雨水管渠整備、既設ポンプ施設の維持・更新

• 内水ポンプ施設の運転操作ルール策定

亀の瀬
狭窄部

：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：⾏政界
：既存ダム

特定都市河川流域図
（計画策定者）近畿地方整備局長、奈良県知事、大和川特定都市河川流域２５市町村長
（計画の目標）・流域全体では、昭和５７年８月降雨に対し、大和川・佐保川の堤防決壊による壊滅的な被害の

解消、一部支川氾濫や内水による浸水が想定される区域においても住民の安全確保
・重点地区では、概ね１００年に１回の確率で発生しうる規模の降雨に対し、内水による浸水被害を解消

・想定し得る最大規模までのあらゆる水害リスクを可能な限り想定し、人命を守り、経済被害の
軽減に取り組む

（計画の期間）概ね２０年

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策 ②被害対象を減少させるための対策

③被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

○既存ダムの洪水調節機能強化
既存ダム（初瀬ダム、天理ダム、白川ダム、岩

井川ダム、大門ダム）における事前放流の実

施

＜河川区域における対策＞

＜集水域における対策＞

流域治水関連法の施行後、全国初の流域水害対策計画策定
大和川の特定都市河川指定を踏まえて令和４年５月２７日に策定
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流域治水関連法の施行後、全国初の貯留機能保全区域指定
流域水害対策計画を踏まえて令和６年７月３０日に指定

○特定都市河川浸水被害対策法の一部が令和３年に改正され、被害対象を減少させるための対策として新たに「貯
留機能保全区域」 及び「浸水被害防止区域」 の指定制度が創設されました。

○このうち、貯留機能保全区域については、大和川特定都市河川流域内の奈良県川西町及び田原本町の一部において
土地所有者の同意を得て、令和６年７月３０日に全国で初めて指定されました。(指定権者：奈良県知事)

○貯留機能保全区域は、その土地が元来有している遊水機能（貯留機能）を可能な限り保全していくことを目的とし、指定
により、その土地に遊水機能があることが広く認知され、将来にわたりその機能が保全されることが期待されます。

令和６年７月３０日(火)に奈良県庁にて開催された知事定例会見での説明状況

川西町唐院地区における貯留機能 田原本町西代地区における貯留機能

周辺家屋に浸水
被害が及ぶ恐れ
が高まる

遊水機能のある土地で盛土されると・・・
遊水機能のある低地は、
農地等で利用し、その
周辺に住居を構えて
生活してきた。

奈良県知事 田原本町長川西町長

規 制 支 援

11※ 同流域内では、引き続き１２月２４日にも大和郡山市の一部で貯留機能保全区域が指定となり、流域治水を推進中。
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流域治水の河川対策を加速

○大和川本川の洪水（外水）を取り込むだけでなく、内水も取り込む内外水対応型の遊水地とすることで昭和５７年洪水による
内水域の床上浸水被害の解消を図る。民間活用による平時利用と一体的に活用できる拠点として整備。

○保田地区の遊水地については、今年度予算をもって完成予定。
○近５ヶ年予算において、近畿地整直轄河川改修予算の総額に占める大和川（奈良県域）の予算比率は右肩上がり。奈良県

の補助河川予算においても、特定都市河川指定を契機として大幅に増加。

大和郡山市長安寺地先

奈良県

大和川流域治水整備事業

大和川遊水地整備位置図

川西町

安堵町

斑鳩町

河合町

窪田地区
保田地区

神南(三代川)地区

目安地区

唐院地区
とういん

くぼた
ほた

めや
す

じんなんみよが
わ

大和川遊水地（窪田地区）

完成イメージ図 完成イメージ図

大和川遊水地（保田地区）

【H29洪水時の浸水状況】

R6.1月時点

R5.10月時点

ほ た

く ぼ た
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流域治水の自分事化について

14

流域治水の自分事化の取り組み
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